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─────────────────────────────────────────── 

令和７年 第４回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第５日） 

                             令和７年12月11日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第５号） 

                        令和７年12月11日 午前10時00分開議 

 日程第１ 報告第34号 専決処分の報告について 

 日程第２ 報告第35号 専決処分の報告について 

 日程第３ 報告第36号 専決処分の報告について 

 日程第４ 報告第37号 専決処分の報告について 

 日程第５ 報告第38号 専決処分の報告について 

 日程第６ 報告第39号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第40号 専決処分の報告について 

 日程第８ 報告第41号 専決処分の報告について 

 日程第９ 報告第42号 専決処分の報告について 

 日程第10 報告第43号 専決処分の報告について 

 日程第11 報告第44号 専決処分の報告について 

 日程第12 報告第45号 専決処分の報告について 

 日程第13 報告第46号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第14 議案第97号 所有権移転登記手続請求事件に関する和解について 

 日程第15 議案第98号 第三次由布市総合計画（基本構想・基本計画）の策定について 

 日程第16 議案第99号 由布市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 

 日程第17 議案第100号 由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について 

 日程第18 議案第101号 由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

 日程第19 議案第102号 由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第20 議案第103号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第21 議案第104号 由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
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基準を定める条例の一部改正について 

 日程第22 議案第105号 由布市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 日程第23 議案第106号 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 日程第24 議案第107号 由布市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第108号 由布市子ども及び高校生等医療費助成事業基金条例の一部改正につ

いて 

 日程第26 議案第109号 由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第27 議案第110号 由布市みことピア条例の一部改正について 

 日程第28 議案第111号 由布市乙丸温泉館条例の一部改正について 

 日程第29 議案第112号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第30 議案第113号 由布市湯布院福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第31 議案第114号 由布市観光情報発信拠点施設「由布市ツーリストインフォメーショ

ンセンター」の指定管理者の指定について 

 日程第32 議案第115号 由布市里の駅陣屋市場の指定管理者の指定について 

 日程第33 議案第116号 由布市地域活性化拠点施設「おおつる交流センター」の指定管理者

の指定について 

 日程第34 議案第117号 由布市湯平ふれあいホールの指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第118号 由布市乙丸温泉館の指定管理者の指定について 

 日程第36 議案第119号 大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協

議について 

 日程第37 議案第120号 別府市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協

議について 

 日程第38 議案第121号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第39 議案第122号 令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第40 議案第123号 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第41 議案第124号 令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第42 議案第125号 令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

 日程第43 議案第126号 令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 
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 日程第１ 報告第34号 専決処分の報告について 

 日程第２ 報告第35号 専決処分の報告について 

 日程第３ 報告第36号 専決処分の報告について 

 日程第４ 報告第37号 専決処分の報告について 

 日程第５ 報告第38号 専決処分の報告について 

 日程第６ 報告第39号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第40号 専決処分の報告について 

 日程第８ 報告第41号 専決処分の報告について 

 日程第９ 報告第42号 専決処分の報告について 

 日程第10 報告第43号 専決処分の報告について 

 日程第11 報告第44号 専決処分の報告について 

 日程第12 報告第45号 専決処分の報告について 

 日程第13 報告第46号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第14 議案第97号 所有権移転登記手続請求事件に関する和解について 

 日程第15 議案第98号 第三次由布市総合計画（基本構想・基本計画）の策定について 

 日程第16 議案第99号 由布市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 

 日程第17 議案第100号 由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について 

 日程第18 議案第101号 由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

 日程第19 議案第102号 由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第20 議案第103号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第21 議案第104号 由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

 日程第22 議案第105号 由布市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 日程第23 議案第106号 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 日程第24 議案第107号 由布市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 



- 234 - 

 日程第25 議案第108号 由布市子ども及び高校生等医療費助成事業基金条例の一部改正につ

いて 

 日程第26 議案第109号 由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第27 議案第110号 由布市みことピア条例の一部改正について 

 日程第28 議案第111号 由布市乙丸温泉館条例の一部改正について 

 日程第29 議案第112号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第30 議案第113号 由布市湯布院福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第31 議案第114号 由布市観光情報発信拠点施設「由布市ツーリストインフォメーショ

ンセンター」の指定管理者の指定について 

 日程第32 議案第115号 由布市里の駅陣屋市場の指定管理者の指定について 

 日程第33 議案第116号 由布市地域活性化拠点施設「おおつる交流センター」の指定管理者

の指定について 

 日程第34 議案第117号 由布市湯平ふれあいホールの指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第118号 由布市乙丸温泉館の指定管理者の指定について 

 日程第36 議案第119号 大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協

議について 

 日程第37 議案第120号 別府市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協

議について 

 日程第38 議案第121号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第39 議案第122号 令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第40 議案第123号 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第41 議案第124号 令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第42 議案第125号 令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

 日程第43 議案第126号 令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 渡辺  彬君        ２番 津田 貴之君 

３番 生野 友子君        ４番 小山 和義君 

５番 髙田 龍也君        ６番 坂本 光広君 

７番 吉村 益則君        ８番 田中 廣幸君 

９番 加藤 裕三君        10番 加藤 幸雄君 

11番 鷲野 弘一君        12番 甲斐 裕一君 
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14番 佐藤 郁夫君        15番 渕野けさ子君 

16番 佐藤 人已君        17番 平松惠美男君 

18番 佐藤 孝昭君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

13番 長谷川建策君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 工藤 由美君        書記 中島  進君 

書記 福水 雅彦君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 小石 英毅君  

 教育長 …………………… 橋本 洋一君 

 総務課長 ………………… 古長 誠之君   財政課長 ………………… 大久保 暁君  

 総合政策課長兼地方創生推進室長 ……………………………………………… 米津 康広君  

 税務課長 ………………… 竹下 美佳君   会計管理者 ……………… 平野浩一郎君  

 建設課長 ………………… 衞藤  武君   農政課長 ………………… 新田 祐介君  

 商工観光課長 …………… 大塚  守君   環境課長心得 …………… 小俣  功君  

 福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 後藤 昌代君  

 健康増進課長 …………… 吉野眞由美君   子育て支援課長 ………… 藤川 祐子君  

 高齢者支援課長 ………… 田代 由理君 

 挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 井原 和裕君  

 庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 佐藤 重喜君  

 湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 一野 英実君  

 教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 安部 正徳君  

 スポーツ振興課長………… 松本 知行君   消防長……………………… 大嶋 陽一君  

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（佐藤 孝昭君） 皆さん、おはようございます。 
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 議員及び市長をはじめ執行部各位には、本日もよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１７名です。長谷川建策議員から欠席届が出ています。定足数に達し

ていますので、これより本日の会議を開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第５号により行います。 

 これより各議案の質疑を行います。 

 発言につきましては、日程に従い、議案ごとに締切日までに提出をされた通告書の提出順に許

可をしていますが、会議規則及び申合せ事項を遵守の上、質疑、答弁とも簡潔にお願いをいたし

ます。 

 なお、自己の所属する常任委員会に関する事項については、所属委員会でお願いを申し上げま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．報告第３４号 

日程第２．報告第３５号 

日程第３．報告第３６号 

日程第４．報告第３７号 

日程第５．報告第３８号 

日程第６．報告第３９号 

日程第７．報告第４０号 

日程第８．報告第４１号 

日程第９．報告第４２号 

日程第１０．報告第４３号 

日程第１１．報告第４４号 

日程第１２．報告第４５号 

○議長（佐藤 孝昭君） それでは、まず、日程第１、報告第３４号、専決処分の報告についてか

ら、日程第１２、報告第４５号、専決処分の報告についてを議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 

 この１２件の専決処分の報告は、事件概要が同趣旨でありますので、答弁質疑ともに一括で質

疑を行います。 

 ４番、小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） おはようございます。４番、小山和義です。３４号から４５号に

おきまして、由布市が法定相続人と認定し、相続放棄手続の案内を誤って送ったためとあります
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が、これはどういう事態のときにこういうことが起きるのかなと思いまして、ちょっとそれを聞

きたくて質問しております。お願いします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 税務課長。 

○税務課長（竹下 美佳君） 税務課長です。議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、今回の事案は２件ありますが、状況が類似しておりまして、両事案とも固定資産の名義

人が亡くなられた方のままとなっており、相続登記が完了しておりませんでした。当課は課税に

向け、このような事案に対しては相続人調査を行うことになります。今回調査を行ったところ、

両事案に係る名義人の配偶者並びに相続順位第１位に当たるお子さん、お孫さんが、相続登記手

続を終えないままお亡くなりになっていることが分かったため、相続順位の繰り下げを行い、順

位第３位である名義人の御兄弟並びに甥、姪の方々を法定相続人と認定し、当課より相続の意向

を確認する文書を送付しました。 

 その後、多くの方が相続放棄の意向を示されましたので、相続放棄申請に係る諸手続を御案内

しましたが、９月４日に大分家庭裁判所から連絡があり、当課が法定相続人の認定を誤っていた

ことが判明しました。誤った点としましては、当課は、相続人調査完了時点で配偶者及び相続順

位第１位の方々が全員亡くなっていたことから順位の繰り下げを行いましたが、正しくは名義人

が亡くなった時点まで遡った際に、当時存命の方がいればその方が相続人となりますので、相続

人を確定する時点を誤っていたということになります。このように、両事案とも遡らずに順位の

繰り下げを行ってしまったことが、今回の誤りの要因となっております。 

 裁判所からの連絡を受け、早急に対象者の方々へ連絡をしましたが、既に相続放棄の手続に向

けて準備に入られている方々があり、１２件の損害賠償という専決処分の報告に至ったという経

緯になります。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） ありがとうございます。 

 ということは、案件はかなり古い案件であったとお伺いできるのですけど、これは個人的な土

地の固定資産税が未納であったために行われた行為と考えていいのですかね。 

○議長（佐藤 孝昭君） 税務課長。 

○税務課長（竹下 美佳君） いろいろありますが、名義の方がもう確かに古い方で、今現在のど

なたが相続に当たるかというのは、調査している案件というのがかなりあります。その中で、ず

っと戸籍を取り寄せたりとかして、相続に当たる方をずっと当たっていくのですけど、そうやっ

て調査して、相続人の方に納付をしていただくように納付書をお送りしていくというのが手続な

のですが、その中でちょっと古かったり複雑だった状況なので、うちのほうで法定相続人と認定
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するのを誤ってしまったということです。 

○議長（佐藤 孝昭君） 小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） 市有地というわけじゃないのですね。個人の土地の固定資産税に

ついてですね。分かりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．報告第４６号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第１３、報告第４６号、例月出納検査の結果に関する報告に

ついては、質疑の通告がありませんので、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第９７号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第１４、議案第９７号、所有権移転登記手続請求事件に関す

る和解についてを議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。１０番、加藤幸雄君。 

○議員（１０番 加藤 幸雄君） 議案第９７号、所有権移転登記手続請求事件に関する和解につ

いて。土地の所有があってから結構時間もたっているし、相手方の建物を購入したのも時間がか

なりたっているのですけど、なぜこのように時間がかかったのかということと、なぜこういう訴

訟になったのか。ほかにこういう案件がないのかどうか、その辺についてお聞きします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えします。 

 議案書のほうにも記載がありますように、令和４年１２月に相手方の不動産管理をしています

事業者から由布市に相談があり、本件土地所有者が由布市であることを相手方は確知をしており

ます。その後、令和５年６月に、相手方の配偶者及び事業者が来庁し、真摯にうちとしても協議

を行ってまいりましたが、売買交渉には至らず、合意に至ることができませんでした。その後、

令和７年２月に、相手方より時効取得による所有権取得を大分地方裁判所に提訴されたような形

になっております。 

 次に、財政課が所管する同様のような訴訟事案についてはございません。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 孝昭君） 加藤幸雄君。 

○議員（１０番 加藤 幸雄君） 訴訟を起こされてからも結構時間かかって、何回かやっていま

すよね。やはりその中で、もうちょっと早く切りがつくことはなかったのかなと思ったのですけ

ど、それはどうでした。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 
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○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えします。 

 裁判のよる中の口頭弁論になりますので、相手方の主張、それを踏まえて今度はうちがそれに

対して反論答弁をしておく、それにまた対して相手方がまた反論答弁をしていくというふうな形

での裁判は進んでまいりますので、やはり１回で話合いができるというふうな場合ではなく、一

つ一つの書類を順番を経てからやっていきますので、裁判というのはやはりこのような形でお互

いの総意が、納得がいかなければ時間がかかってくるものだと認識しております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第９８号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第１５、議案第９８号、第三次由布市総合計画（基本構想・

基本計画）の策定についてを議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。５番、髙田龍也君。 

○議員（５番 髙田 龍也君） おはようございます。それでは、質問してまいります。 

 この議案第９８号を出すに当たって、タウンミーティングをされております。タウンミーティ

ングの結果について、どのように評価されているかをお聞きいたします。湯布院町で１１名、挾

間町で５名、庄内町で８名、総合計で２４名がこのタウンミーティングにお見えになっておりま

す。この中で、広く市民に対して第三次由布市総合計画を知らせることができたのかをちょっと

お聞きします。 

 それと、第三次由布市総合計画において、２０３５年、令和１７年の将来計画人口３万

１,０００人とありますが、２０２４年９月末時点で、由布市の人口は３万３,５６２人とありま

す。そのうちに外国人が含まれている中で、２０３５年将来計画で人口３万１,０００人に対し

て、外国人の人数、大体計画は想定されているのかをお聞きします。 

 それと、第三次由布市総合計画（基本構想・基本計画）案を発刊するに当たって、今議会でこ

うやって議案質疑、委員会に付託されて委員会からの意見も出るかもしれませんが、それが反映

されるのかをちょっとお聞きしたいのですが、お願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。 

 まず、タウンミーティングの結果の評価についてですが、タウンミーティングは昨年行ってお

ります。各町で２回ずつ合計６回開催し、タウンミーティングには各種団体の代表者等合計

１０３名の出席があり、活発な議論が行えたところでございます。今議員が申し上げましたのは、

今年度行った市民説明会の出席者のことだと思いますが、市民説明会の出席者は、３町で合計
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２４名でした。市民説明会には参加者が少なかったので、市民に広く周知できるよう第三次総合

計画の素案をホームページに掲載し、パブリックコメントを実施し、意見を求めたところでござ

います。 

 次に、第三次総合計画の目標人口を設定するに当たり、２０２４年９月末の人口を参考に推計

していますが、２０２４年９月末の人口３万３,５６２人には、外国人７２８人を含んでおりま

す。今回、２０３５年、令和１７年の目標人口が３万１,０００人としていますが、この算出に

つきましては、８月の全員協議会でも髙田市議から同趣旨の質問があった際にもお答えしており

ますが、外国人の方を別の係数で算出するのではなく、社人研の使っている合計特殊出生率を基

に、令和７年３月に大分県が改定しました人口ビジョンを参考に推計しております。大分県は、

合計特殊出生率を県民の希望出生率である１.８４、社会増減対策では、移住者数や外国人労働

者数を施策の効果により、社人研人口より２,０００人程度上乗せしておりますが、今回の第三

次由布市総合計画の人口推計では、社会増減はゼロということで算出させていただいております。 

 最後に、今議会での議案質疑が反映されるのかですが、今回御審議いただきますのは第三次総

合計画の基本構造、基本計画になります。基本構想の意味は、まちのあるべき姿を明らかにする

目的で策定されます。したがって、今の由布市の現状と課題を踏まえ、こうありたいという理想、

まちのあるべき姿を定めたものが基本構想であります。基本計画は、現実、由布市の課題を理想、

まちのあるべき姿に導くための施策を手段のつかとして、現実手段を示したものでございますか

ら、この原案を御審議いただければと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田龍也君。 

○議員（５番 髙田 龍也君） ありがとうございました。 

 市民説明会のことは、本当にすみません、申し訳ないです。その市民説明会なんですが、私

３町参加させていただきました。湯布院が市民の方が９名で、市議が、市議私なんですけど、

１人、記者の方が１人で、市民はもう９名しか来ていないというところと。庄内町が８名、市民

の方が６名、市議が１人、市役所の方が１名お見えになっていた。挾間町が５人、市民の方が

３名、市議が２人というところで、これが広く説明ができたのかなというところが気になるとこ

ろですし、ホームページのほうでお知らせしているという形なんですが、今日までの閲覧数は大

体どれぐらいだったのかということも教えてください。そうやってホームページでお知らせして

いますよということをアピールするのであれば、大体どれぐらい閲覧数があって、その閲覧数を

鑑みたときに大体市民の皆さんが見ているだろうなと、周知ができているのかなというところの

根拠となる数字があるのだと思うのですよね。この頂いていた市民説明会での資料によりますと、

市民の意識調査等で、回答者が少ない中でもこれがしっかりと回答が頂けていますし、数式を持
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って説明をしていただいておりますので、その点も教えていただきたい。 

 それと、人口増減に関しては、外国人のほうは含まれていないということなんですが、人口の

出生率が１.７５やったですかね、すみません、１.８４、１.８４ということは、これは人口が

どんどん減っていくということですね。これ、３ないと人口は増えないのですよね。夫婦が結婚

して子どもが１人では減る、２人でも同等数、３人で初めて人口が増えるという計算になります

ので、その点を踏まえて、外国人が、今、日本政府が人手不足ということで外国人労働者を入れ

ていこうという動きもありますが、その中で外国人の出生者数、出生率は日本人よりも高いと聞

いております。その中で、由布市の人口が減っていく中で、由布市の過疎地域であったり、人数

の少ない地域、コミュニティーがそのまま形成できるのかということも１０年間はしっかりと、

１０年間の計画なので、１０年後は由布市がどうなっているかということを今考えていかないと

いけないと思うのですが、その点を踏まえて、外国人の出生率等も積算していかないといけない

と思うのですが、現状外国人の出生率が大体どれぐらいあるかということは調べたことあるかと

いうこともお聞かせください。 

 それと、これ議案なので反映されるのか、されないかということを聞いているのですが、いま

一度その点をお聞かせください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。お答えします。 

 すみません、ホームページの閲覧数についてはカウントを今手持ちにないのですけど、頂いた

意見は百数十件からありますので、何人の方が見たかというのは、ちょっと今手持ちがありませ

んので、ちょっと調べたいと思っております。 

 それと、人口の件です。今、合計特殊出生率、希望を１.８４にしています。これは国も示し

ているのですけど、１０年後の２０３５年には１.８程度ということでやっておりますが、その

先もう１０年、２０４５年には国も２.０７程度というような指数を示しております。ただ、今

回うちが１０年後の人口を算出する際には、大分県が示している１.８４を採用してやったとこ

ろでございます。外国人の出生率を把握しているのかということなんですけど、大変申し訳あり

ません、外国人の出生率は把握しておりません。由布市に滞在する外国人の方は技能実習生等が

多うございますので、一概に定住している方とはちょっと考えておりません。 

 それと、この総合計画の議案が、委員会等の意見が反映させられるのかということなんですけ

ど、その意見の内容等をしっかり踏まえた上で、判断していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田龍也君。３回目です。 

○議員（５番 髙田 龍也君） できれば、ホームページで閲覧されている、それからアンケート
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が入ってきているのが、それは由布市民なのかというところもはっきりしないことには、それ本

当に反映されているのかというところが、少し疑義に思うところです。それと、今後なんですが、

外国人の労働者が家族の滞在もできるようになってくるような方針になっております。その中で、

やはり外国人がどれぐらい増えていくのかということは、しっかりと由布市として展望を持って

いかないといけないのではないのかなと思いますし、これ由布市の１０年間の基本計画なので、

国のほうが２.０７の展望を持っていると、大分県もそうだったというところであれば、由布市

としてこの１.８の短期的な目標数があるかもしれませんが、これを最初から２.７に持っていけ

る、最終的には３.０１とか、人口が増えるための施策がどのようになっているのかということ

が、この議案の中には載っていないような気がするのですが、この人口が減っていく中で由布市

として、国が減っていくような試算を出しているので減っていきますということではなくて、

１０年間の由布市の展望、基本計画なので、由布市として人口がどのように増えていくというこ

とはどこで書かれているのか教えていただきたいですし、書いていないのであれば、今後どのよ

うに人口を増やしていく計画なのか、由布市独自の施策は何なのかを教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（佐藤 孝昭君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。 

 総人口とか生産年齢人口の減少というのは、どうしても避けられない問題だと思っております。

それで、今外国人のことをおっしゃられていますけど、大分県でも在留外国人が年々増加してお

って、国においても、人材の確保、育成を目的とする育成就労制度等が新たに創出する中、外国

人と共生する社会づくりの必要性が高まっているということをうたっております。由布市の人口

増をどのようにうたっているのかということでございますが、今の社会情勢を見ますと、今後

１０年後に人口が増加しているということはとても考えられません。その中で、やはり何らかの

指数を使用する際には、大分県の示している合計特殊出生率の１.８４を採用したということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第９９号 

日程第１７．議案第１００号 

日程第１８．議案第１０１号 

日程第１９．議案第１０２号 

日程第２０．議案第１０３号 
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日程第２１．議案第１０４号 

日程第２２．議案第１０５号 

日程第２３．議案第１０６号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第１６、議案第９９号、由布市乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定についてから、日程第２３、議案第１０６号、由布市放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてまでは、質

疑の通告がありませんので、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第１０７号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第２４、議案第１０７号、由布市子ども医療費の助成に関す

る条例の一部改正についてを議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。７番、吉村益則君。 

○議員（７番 吉村 益則君） 議案第１０７号です。由布市子ども医療費の助成に関する条例の

一部改正について伺います。 

 今回の改正、この改正について、これまで支給対象として認められなかったというふうな方が

いらっしゃるのではないかと思うのですが、そういった方の救済につながるのか、それと同時に、

どういった例が今まであったのか、その辺のところを教えていただけますでしょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。 

 今回の改正におきましては、子ども医療費と高校生の助成事業を一体化したもので、制度に変

更はございません。第３条の助成対象者について、高校生等医療費の助成に関する条例ではあり

ましたが、子ども医療にはなかったことから、こちらのほうを付け加えております。例えば県外

の高校に進学し、寮等に入寮する子どもがいたとします。保護者は引き続き由布市で暮らしてい

るとします。その転出先、県外の転出先の自治体が高校生医療の助成医療を行っていない場合は、

引き続き由布市が助成するというものです。繰り返しになりますが、子ども医療の助成事業の条

例になかったことから、この文言を付け加えたこととなります。高校生等医療の今までの助成対

象としては、就職をしていたとしても結婚をしていたとしても助成対象になっておりますので、

１８歳までの子どもの定義に当てはまる子どもであれば、全ての子どもを網羅していると考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村 益則君。 

○議員（７番 吉村 益則君） ありがとうございます。 
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 新旧対照表を、こちらを見ますと４条の２、一部自己負担金の項目が削除されておりますけれ

ども、これについてちょっと説明をしていただけますか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） お答えいたします。 

 こちらのほうは、４条の２は、１日５００円の負担金を頂くという項目で、その一番最後のと

ころに、市長が認める期間はこれをもう排除するというものでした。今の由布市の現状としては、

もう市長がそういうふうに施策として出しておりますので、全て自己負担分は無料となっており

ますので、その分を削除させていただきました。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第１０８号 

日程第２６．議案第１０９号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第２５、議案第１０８号、由布市子ども及び高校生等医療費

助成事業基金条例の一部改正について及び日程第２６、議案第１０９号、由布市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正については、質疑の通告がありませんので、これで質疑を終わり

ます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第１１０号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第２７、議案第１１０号、由布市みことピア条例の一部改正

についてを議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可します。９番、加藤裕三君。 

○議員（９番 加藤 裕三君） おはようございます。議案第１１０号の由布市みことピア条例の

一部改正についての中の庄内ほのぼの館の運営体制整備の変更が、時間と日にちの変更があるの

ですが、その経緯についてちょっと御説明ください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 庄内振興局長。 

○庄内振興局長兼地域振興課長（佐藤 重喜君） 庄内振興局長です。お答えいたします。 

 庄内ほのぼの温泉館の運営体制整備の経緯についての御質問でございますが、ほのぼの温泉館

は平成１１年４月に開設し、開設当初は１日３００人ほどが利用していました。最近では、１日

１００人ほどと利用者が減少しています。時間帯別では、２１時以降の利用が１日平均で２名と

なっており、この時間帯における運営経費の負担が大きくなっております。その理由として、人

口の減少はあるものの、他の入浴施設の建設や自宅の入浴施設の充実といった要因もあろうかと
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思われます。他市町村の直営入浴施設との比較や利用者が極端に少ない時間帯、また光熱水費及

び委託料などの費用を考慮し、費用対効果が望めない部分を見直すことで、今後も安定的に、そ

して持続可能な形で施設運営をしていくために、休館日及び開館時間の見直しを行うものであり

ます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 加藤裕三君。 

○議員（９番 加藤 裕三君） ありがとうございます。 

 恐らくそういった入浴者の減少とか、経費も含めてだというのは理解できます。私も湯布院の

乙丸温泉館の管理運営を携わっていますが、やはり市民のサービスということを考えると、なか

なか時間とかそういった日にちの削減ができない現状もあろうかと思います。状況がそういう状

態であるのと、やはりコロナ禍以降、これまでなかなか公衆浴場等の利用が減っている状況もあ

る中では、こういった温泉が、やはり１つの観光も含めて起爆剤になるようなところもあろうか

と思うので、極力そういった入浴者を増やすような努力とか、こういったもう削減、削減するの

ではなくて、もっと利活用について考えるべきじゃないかなというふうには、僕は思います。た

だ、経費もうどうやっても少ない場合はしようがないのですけど、その辺は逆に増やすとか、要

するに増やすというのは入る人を増やすような努力も、僕は必要じゃないかなというふうには思

っていますので、またどんどん削減するわけではなくて、逆にアピールをするようなことを進め

ていただきたいなというふうにお願いしますが、どうですか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 庄内振興局長。 

○庄内振興局長兼地域振興課長（佐藤 重喜君） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、削減、時間を短くする、そういうことも今後の持続可能をさせていく

ためには必要なことでもあります。また同時に、入館者を増やす取組、それも必要だということ

もこちらも認識はしておりますので、どうすればまた入浴者が増えていくか、そういうところも

検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第１１１号 

日程第２９．議案第１１２号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第２８、議案第１１１号、由布市乙丸温泉館条例の一部改正

について及び日程第２９、議案第１１２号、由布市火災予防条例の一部改正については、質疑の

通告がありませんので、これで質疑を終わります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第３０．議案第１１３号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第３０、議案第１１３号、由布市湯布院福祉センターの指定

管理者の指定についてを議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。４番、小山和義君。３点まとめてお願いいたし

ます。 

○議員（４番 小山 和義君） 議案第１１３号につきまして質問させていただきます。 

 ７３ページの件ですが、福祉機器、介護ベッド、湯布院２０台保有しておりますが、貸出し数

が１０台にとどまっているのに追加をされています。その追加した理由についてお尋ねします。 

 それと、同じく７３ページの生活困窮者自立相談支援事業につきまして、就労支援の形として、

一般就労が困難な求職者に対して認定就労訓練事業につなぎ、体調や希望に合わせて柔軟に働き

方を検討できる支援付の就労機会の提供が可能になったとありますが、これは具体的にどういう

内容なのかお聞きします。 

 それと、あと７４ページのフードバンク事業との連携とありますが、これもどういうふうな形

で連携されているのか、どういう箇所が連携されているのかをお尋ねしますのと、７６ページの

計画相談支援事業について、計画相談支援事業のプラン・モニタリング作成件数、かなりあると

思うのですが、内容自体が全く分からないということで、これもし説明できるものであれば、か

なり個人的なものになるかもしれないので、そこら辺は結構でございますので、大まかなことで

もし分かる、説明できる点があればよろしくお願いします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長兼福祉課長（後藤 昌代君） 福祉事務所長です。お答えいたします。 

 まず、介護ベッドの追加につきましては、介護ベッドを保管していた場所が使用できなくなり、

保管スペースのある湯布院福祉センターに１台移動したためでございます。なお、貸出しにつき

ましては、由布市社会福祉協議会の各事務所にて申請を受け付け、在庫のあるところより運搬、

貸出しを行っております。 

 次に、就労支援につきましては、就労意思はあるものの、例えばひきこもっていた期間が長か

ったり、心身に課題を抱えている方など、すぐには一般企業等で働くことが難しい方を対象に、

県が認定した事業所においてその方に適した就労の機会を提供し、体調等を配慮しながら状況に

合わせてステップアップし、最終的には一般就労につなげる認定就労訓練事業の取組のことでご

ざいます。 

 次に、フードバンク事業との連携につきましては、生活の困窮等を理由に食料の提供を希望す

る方から連絡があった場合、食料を提供する際に、生活困窮者自立相談支援事業の担当者が同行
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したり、お声かけすることで、その世帯の困りごと相談、支援につなげるという意味での連携で

ございます。 

 次に、計画相談支援事業につきましては、障がい福祉サービスのケアマネジメント業務のこと

でございます。障害者総合支援法に基づくサービスの利用に際しては、サービス等利用計画が必

要です。プラン作成は、その計画作成、モニタリングは、サービスの利用開始後、利用者の生活

状況やニーズの変化等を継続的に把握し、提供されているサービスが適切であるかを定期的に評

価するものでございます。モニタリングの結果を基に、必要に応じて支援内容や方法を見直すこ

とでサービス内容の改善につながります。この事業により障がい者、障がい児のサービス支援の

質は向上したと認識しております。なお、こちらに記載の相談支援事業所は令和６年度をもって

廃止したため、由布市社会福祉協議会による障がい者相談支援事業は終了しましたことを申し添

えます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） ありがとうございます。 

 移動されて増えたということなんですが、所有している物件数、介護ベッド、車椅子につきま

して、貸出し数が、ニーズは多分たくさんあると思うのですが、聞くところによると、借りる申

請を出しまして、介護ベッドなんか大きいものですから、自宅に持って帰るのは借りたほうの責

任ということで、運搬等に大変支障があるような話も聞いておりますが、そこら辺に対する支援

はないかということと。あとフードバンクの事業なんですが、これフードバンクに集まる食材と

いうか、このフードバンク自体どこが運営しているかということと、具体的に集まった食材がど

のように配られたとかという事例がもしあれば、お聞きしたいですね。その２点についてお聞き

します。お願いします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 福祉事務所長。答えられる範囲で。 

○福祉事務所長兼福祉課長（後藤 昌代君） お答えいたします。 

 まず、１点目の介護ベッドにつきましては、社会福祉協議会の各事務所で受付を行い、運搬・

貸出しを行っていると伺っております。そのため個人への負担というのは聞いたことは、苦情に

ついては、こちらのほうで伺っていることは特にございません。 

 そして、２点目のフードバンクにつきましては、実際には大分県社会福祉協議会のほうから食

料のほうを提供いただいております。そして、その内容１５６件に関しましては、実際に生活困

窮者自立相談支援事業の担当者が必要と判断した世帯へは１０８件、そのほか市内の子ども食堂

への提供が３０件、そして由布市の福祉課からの依頼が１８件というふうに伺っております。 

 以上です。 
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○議長（佐藤 孝昭君） 小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） ありがとうございます。 

 ちょっと僕が聞いている内容と福祉器具の貸出しについて差がありますので、もう一度そこら

辺は僕自身も確認したいと思います。 

 それと、支援事業につきまして、基幹支援センターの設置というのが多分ここ数年来しないと

いけないようになっていると思うのですが、そこら辺につきましての取組というのはどんな形に

なっているか、最後教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長兼福祉課長（後藤 昌代君） お答えいたします。 

 基幹相談支援センターの設置につきましては、ただいま福祉課のほうと相談支援事業所と検討

をしている段階でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第１１４号 

日程第３２．議案第１１５号 

日程第３３．議案第１１６号 

日程第３４．議案第１１７号 

日程第３５．議案第１１８号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第３１、議案第１１４号、由布市観光情報発信拠点施設「由

布市ツーリストインフォメーションセンター」の指定管理者の指定についてから、日程第３５、

議案第１１８号、由布市乙丸温泉館の指定管理者の指定についてまでは、質疑の通告がありませ

んので、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３６．議案第１１９号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第３６、議案第１１９号、大分市の公の施設を由布市の住民

の利用に供させることに関する協議についてを議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。８番、田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） 田中です。議案第１１９号についてですが、この資料の中に

１２個の施設があるのですが、なぜ由布市の市民が利用できるのか、またその背景は何なのかと。

また、スポーツ交流ひろばには、子どもルーム的な場所はあるのかということで質問したいと思

います。 
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○議長（佐藤 孝昭君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。 

 まず、これに至る背景についてですが、人口減少、少子高齢化社会にあっても、相当の規模と

中核性を備える県域の中心都市が近隣の市町村と連携することで、活力ある社会経済を維持する

ための拠点を形成するものとして、国が連携中枢都市構想を提唱しました。この構想に沿って、

平成２８年３月に大分市を連携中枢都市として別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、

由布市、日出町と、それぞれ３１の基本連携項目と施策について連携協約を締結し、人口約

７５万８,０００人の大分都市広域圏を形成いたしました。その連携項目の１つに、公共施設の

相互利用を促進し、住民活動を支援するとともにサービスの充実を図るとし、公共施設の相互利

用の協議を重ねてきたところです。 

 公共施設の相互利用については、平成３１年３月２６日に協定を締結し、圏域内の体育、文化

施設などの相互利用を可能とし、公共施設の案内・予約システムを共同利用を行っております。

これまでも１７５の施設が相互利用できることになっており、由布市の２１の施設も相互利用で

きることになっております。前回、第３回定例会においては、豊後大野市の公の施設を由布市の

住民の利用の供させることに関する協議について、豊後大野市が設置しました豊後大野市多機能

型武道場の相互利用について議決をいただいているところでございます。 

 今回は、新たに大分市が設置している地域子育て支援拠点、子どもルーム１１か所と併せて

１１月に完成しました大分市南部スポーツ交流ひろばの１か所の施設について、相互利用に協議

が整ったことから本議案を提出したものです。また、この大分市南部スポーツ交流ひろばですが、

この施設は野球場、サッカー場、テニスコート、多目的広場が整備されたスポーツ施設でござい

ますので、確認しましたが、子どもルーム的な場所はないと聞いております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） 新たにスポーツ交流ひろばが入ったということで、これが新しく

制定されたというようなニュアンスは受けたのですが、そもそも大分市の公の施設を由布市民の

利用に供させるということで子どもルームが入っているのですが、これはあえて載せなくちゃな

らなかったのかと。あと、経費の負担については大分市が負担するということで、経費の種類と

いうのはそちらのほうで分かりますか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。お答えいたします。 

 子どもルームの件ですが、今までも拠点施設に市外の者ですが利用できますかという問合せが

あり、市外の方でも遊びに来てもいいようにはしていたのですが、この公の施設ということの協
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定を結ぶことによって、市外のお友達と一緒に利用できたり、実家に帰ったときに利用できたり

ということを目的として、この協定を結ぶこととしております。子どもルームの経費としては、

やはり電気代等になります。ただ、イベントがありますので、イベントの場合は市内の者優先と

かいうものがルームによって違うものがあります。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） ただいま子育て支援課長のほうからお話があったのですが、要す

るに大分市の子どもルームも由布市民の住民の人が利用したいということで、この制度も始まっ

たのではないかと思いますが、今回の私の一般質問についても、子どもルームの部屋が狭いとい

うこと、あと人数制限があるということで、やはり大分市、この後にまた別府市のほうも出てき

ますが、やはりそういう経緯があって、関連というのもおかしいのですけど、こういう子育て支

援するスペースが挾間町の、今「こどもルームはさま」が取り組んでいる事業については、やは

り大分市のほうにも頼らなくちゃならないという、そういう感覚で私は持っても大丈夫なのでし

ょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） この協議に向かうに当たって、「こどもルームはさま」をは

じめ、挾間、庄内、湯布院の子ども支援センターにも確認を取って、賛同はいただいております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３７．議案第１２０号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第３７、議案第１２０号、別府市の公の施設を由布市の住民

の利用に供させることに関する協議についてを議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。８番、田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） 同じく内容が似たような感じなんですけど、議案第１２０号につ

いては、これは別府市の公の施設ということで、先ほどの私の議案１１９号同様になるのですけ

ど、内容としては、やはり背景とその理由はということで、また、別府市立図書館等複合施設に

は子育て支援センター的な施設があるのかということでお聞きします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。お答えします。 

 相互利用についての背景につきましては、先ほど申しましたように、大分都市広域圏を形成す

る中で、公共施設の相互利用をという協議を重ねて、それが整った中での背景でございます。今
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回は、新たに別府市が設置します別府市立図書館等複合施設の、この１か所と、地域子育て支援

センター３か所、合計４か所の施設について、新たに相互利用の協議が整ったことから今議案を

提出したものでございます。 

 別府市立図書館等複合施設ですが、この施設は別府市立図書館と別府市共創交流拠点こもれび

パークというもので構成されておりまして、別府市立図書館には地域郷土資料館などが、こもれ

びパークには交流サロン、スタジオ、多目的ホール、野外広場が設置され、これは来年３月に開

館する予定でございます。これも別府市に確認いたしましたが、この中には子育て支援センター

的な場所はないということは聞いております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） 先ほど子育て支援課長のほうから、由布市には４つの施設がある

ということで、この別府の公の施設を今現在由布市民、特に湯布院町の方が利用しているとか、

その辺は把握していませんか。こんな質問もちょっとおかしいのですけど、どうでしょう。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） お答えいたします。 

 市外の施設になりますので、由布市の方が何名使用しているということは、把握はしておりま

せん。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） 由布市は、特に別府、大分市に囲まれて、環境から見ると別府市、

大分市はやはり人数が多い都市というか、そういう施設も整っているのですが、今後は由布市内

の子育て支援センターもしくは子どもルームなどの整備を切にお願いして、質問終わります。 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１１時といたします。 

午前10時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時00分再開 

○議長（佐藤 孝昭君） 再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３８．議案第１２１号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第３８、議案第１２１号、令和７年度由布市一般会計補正予

算（第５号）を議題として質疑を行います。 
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 歳入について、質疑の通告がありますので、発言を許します。１０番、加藤幸雄君。 

○議員（１０番 加藤 幸雄君） 議案第１２１号、一般会計補正予算の１３ページ、財産収入、

財産運用収入の中の地域振興基金利息、これがマイナスになっているので、何でマイナスなのか

教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えします。 

 各基金の資金管理、運用につきましては、令和６年度から一部の基金を除いて、対象基金を一

括運用をいたしております。その中で、令和７年度当初予算における財産運用収入については、

一括運用で得られる利息見込みの総額を、予算編成時に見込んだ利息の受け取る際の各残高を基

準として各基金に割り振り、当初予算に計上を行っている次第でございます。そのため、実際の

基金や取崩し額によって各基金の現在高が変動すると、そのことに伴い各基金に割り振る利子額

が変動することになります。 

 今回の補正で、長期金利などの上昇に伴い、実際の普通預金の金利総額が増加する見込みであ

ることに伴う予算措置を行っておりますが、質疑のあった地域振興基金について、利子の受取額

については、他の基金の残高が想定以上よりも増額したことに伴い、他の基金に割り振る利子額

が増加したことにより減額というふうな形になっております。要するに、国債の一括運用をした

ことにより、案分することによって案分率が変わったというふうな形になっておりますので、利

子の相対としては増加しているような形になっております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 加藤幸雄君。 

○議員（１０番 加藤 幸雄君） そうすると、全体としてはあまり変わらないけど、個々にやっ

たからなったという形でいいのですかね。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えをいたします。 

 利子及び配当金のところの額を、全体を見てもらいますと４５１万３,０００円の増額という

ふうな形になっておりますので、一括運用したことによって、長期金利などの上昇によってその

くらい見込みよりも増えているのですけども、案分したときの部分で、そこの部分が額的に、地

域振興基金の額のほうがちょっと低くなっていた関係で、案分するときに想定よりも下がったと

いう形になっております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） これで歳入の質疑を終わります。 

 次に、歳出について質疑の通告があります。款別ごとに通告順に従って順次発言を許します。 
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 まず、２款総務費について、９番、加藤裕三君。 

○議員（９番 加藤 裕三君） 議案第１２１号の一般会計補正予算（第５号）のページが

２３ページです。２款１項９目、区分４の地域コミュニティ形成促進事業、その中の地域まちづ

くり活動推進交付金の５０５万円の詳細についてお伺いします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長兼地域振興課長（一野 英実君） 湯布院振興局長です。お答えいたします。 

 地域まちづくり活動推進交付金５０５万円につきまして、本交付金の交付団体は、湯平まちづ

くり協議会となります。事業内容は、協議会が実施しますゆのひらんプロジェクトの事業の１つ

として取り組みます、ゆのひらんアイス、ジェラート、この磨き上げを行うために商品の品質と

生産性の向上を図るため、協議会が導入を計画しておりますジェラート製造機器ほか施設整備に

対します交付金です。今回のジェラート製造機の導入によりまして、湯平温泉の名物、ひいては

由布市のブランド品目として全国に発信できるよう、ゆのひらんアイスについて今回第一段階の

バージョンアップを図り、湯平の活性化につなげていくことを目的とした交付金でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 加藤裕三君。 

○議員（９番 加藤 裕三君） ということは、これ単年度事業でということではなくて、今後も

そういった、できれば僕はプロモーションであったり、それをするための、ただ機械とかという

ことだけじゃなくて、その辺は観光課との絡みがあるのかもしれないのですけど、今年はそうい

ったジェラートの機械を入れて、来年以降の運用というのはどう考えていますか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長兼地域振興課長（一野 英実君） お答えいたします。 

 第二弾として、ジェラートの充填、そして保管、冷蔵関係、そういったことを図りまして、ふ

るさと納税の返礼品、または温泉場での自動販売機等を設置いたしまして、温泉後のアイスを楽

しめるような環境も計画をされているところです。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 加藤裕三君。 

○議員（９番 加藤 裕三君） ということは、その部分も交付金の対象なのかどうなのかという

ことと。やはり、物だけではなくて周辺の環境整備ももちろんやらないと、どんどん平日は閑散

としている状況も非常に危惧をしていたので、そういった何か名物ができることで次につながる

１つの起爆剤としては、僕はもうすごくいいのかなというふうには思いますので、どんどん広げ

ていってほしいなと思うのですが、その点も含めてお願いします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 湯布院振興局長。 
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○湯布院振興局長兼地域振興課長（一野 英実君） この取組につきましては、湯平のまちづくり

協議会の方が湯平総出で、今まで女将の会、女性の関係の方だけで取り組んでいたところを、湯

平のプロジェクトとして皆さんが関わって企画しております。地域振興課のほうでバックアップ

して、ふるさと納税の返礼品等、また湯布院地域との販売ルートのあっせん等も考えて広めてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、８番、田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） ページ数は２４ページです。２款１項１０目の区分１２、委託料。

これは市制施行２０周年記念行事です。２５９万円のうちのゲストイベント委託料の詳細はとい

うことと。あと、これ式典の案内、今朝受け取ったのですよね、全議員が。これについて詳細と

いうか、あまり書いていないのですけど、確認しながら質問してもよろしいですか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 分かる範囲で答えますので、どうぞ。 

○議員（８番 田中 廣幸君） それでは、日にちについては、もう１月１０日にするということ

が分かったのですけど、これには記念講演委託料が８０万円、ゲストイベント委託料１７９万円

とあるので、この詳細について教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 総務課長。 

○総務課長（古長 誠之君） 総務課長です。お答えいたします。 

 この経費につきましては、当初予算でお認めをいただいた分ではあるのですけれども、協議を

進めていくうちに予算費目の適正化ということで、報償から委託料というような組替えを今回お

願いをしている部分でございます。 

 いつ何をするのかということで、２つございます。当然記念式典という、今日議員さん方にも

御案内をお出しした１月１０日に行う、これは今まで功績のある方々を表彰するというふうなと

ころでの一般的な式典でございます。それと、今回予算で議員触れられている部分につきまして

は、２月１日の日に、別に記念講演と記念フェスティバルというようなところでの催しを計画し

ております。その分の費用ということになっております。 

 内容といたしましては、式典は当然のごとくいろんな方々をお招きして２０周年を祝うという

ことで、表彰者の方々をお招きして表彰すると、それとアトラクションというようなところが

１つの流れとなっております。それから、２月１日の記念講演と記念フェスティバルですけれど

も、午前中が第１部、２部制にしております、午前中は記念講演ということで、環境的な部分の

講演をいただくという方をお招きして記念講演をすると。午後からは、これももともとのキャッ

チフレーズにもありますように「未来へつながる由布市」というようなところを掲げております

ので、要は子どもたちに対して、今後も由布市を愛してほしいというようなところも込めて、そ
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れぞれ子どもたちの発表というようなところで、今予定しているのが、挾間中学校の吹奏楽部だ

とか、三代目の源流少年隊とか、庄内の子ども神楽というようなところの披露を頂いて、最後に

ゲストの方にミニコンサート的な部分を催すというようなところが、１つの計画としてこの経費

になっております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、８番、田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） よく分かりました。２度行うということですね。本日、この式典

の案内を受けたのですが、記念映像の上映ということで、この映像の編集は外部の会社か、もし

くは行政のほうで、職員でつくった映像なのか教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 総務課長。 

○総務課長（古長 誠之君） このあたりは、当然、私どもが今持っている部分も含めて、新たに

製作をするというところでお願いをしております。それはもう当初からの予算に計上している部

分でありますので、今回の補正の中には入っておりません。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、３款民生費について、１５番、渕野けさ子さん。３項目続けてお

願いします。 

○議員（１５番 渕野けさ子君） 議案第１２１号、一般会計補正予算（第５号）３つ続けて言わ

せていただきます。 

 ３３ページ、３款１項３目、区分１、地域生活支援事業の中の１９扶助費、医療的ケア児在宅

レスパイト事業１９万６,０００円、現状何名おられるのか、詳しく教えてください。もう一つ

は３５ページ、区分１、介護保険事業、負補交で１３３万１,０００円、介護サービス基盤整備

事業費補助、施設へ感染しないためのものをと説明のときに聞いてメモっているのですけども、

これはどういうものか詳しく教えてください。そして、その場所も教えてください。もう一つは

３７ページ、これも区分１、保育所活動推進事業１５９万４,０００円の減額になっております。

負補交です。幼児教育支援促進事業費補助金となっておりますが、この減額の内容を詳しく教え

てください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長兼福祉課長（後藤 昌代君） 福祉事務所長です。お答えいたします。 

 医療的ケア児在宅レスパイト事業につきましては、在宅で人工呼吸器や経管栄養等の医療ケア

を必要とする児童の看護や介護を行う家族の心身及び経済的な負担軽減を図ることを目的とした

事業でございます。医療保険適用外の訪問看護サービスに係る経費を助成するもので、国２分の

１、県４分の１の補助事業でございます。医療的ケア児の対象人数につきましては、本年６月時
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点で１４名把握をしております。このうち本年度この事業を利用していますのは４名でございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） 高齢者支援課長です。お答えいたします。 

 介護サービス基盤整備事業費の補助金の件ですが、この事業は国の地域医療介護総合確保基金

を活用しまして、大分県が対象事業の３分の１を補助し、残りの３分の２は自己負担となってお

ります。この該当の場所についてですが、市内「有料老人ホームグループリビングやすらぎ」の

施設内の敷地にコンテナを建設することで、感染症拡大防止策として担っております。このコン

テナを建設することによりまして、面会者がグループホームの共有スペースや居室などに立ち入

ることなく面会が完了するため、施設内全体への感染症拡大のリスクを大幅に低減できるという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。 

 幼児教育支援推進事業とは、由布市内の公立幼稚園と認可保育所等の配置基準による均衡化及

び保育士の負担軽減を図るため、保育所等で勤務する四、五歳児の担当の常勤者の手当等の費用

を補助とするものになります。令和４年度より、由布市内公立幼稚園の配置基準が、幼稚園教諭

１名につき園児２０名に変更したことにより、四、五歳児に限り保育所等で２０名を超えた人数

分に公定価格を掛けた金額が補助金となります。今回のマイナス補正となっておりますのは、当

初の見込みより申請園が少なくなったことが原因です。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君） まず、地域支援事業から質問させていただきます。 

 １４名おられるということで、利用されている方は４名とお聞きしました。ひとつこのレスパ

イト事業のレスパイトってどういう意味なのか、ちょっと分かったら教えてください。それと、

今私相談頂いている方が難病で、難病指定で、中学生なのですけど、週１ぐらい学校に通ってお

られると思います。抗ＮＭＤＡ受容体脳炎という非常に病名も長いのですけど、ここが保護者、

御両親ともそれぞれちょっと障がいがありますから、お困りなときに、例えばヘルパーさんとか

使えるようなガイドブックに載せていただきたいなという要望もありました。または、高齢者、

ヘルパーさんは大体４０歳以下の人じゃないとなかなか難しい、そういうこともありますし、有

償ボランティアも市がしていただいているのですけど、高齢者なので多分通用できないのかなと
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いうふうに思っております。そういう方々も対応できる何かがありましたら教えていただきたい

なというふうに思います。なかなか難しい病気なので、私も御相談いただいてもどう対応してい

いのかなという、ちょっと悩みましたのでお聞きしました。 

 それと、介護保険事業のことなんですけども、これは、やすらぎは古野にあるのですよね。コ

ンテナを設置するということで、ここ以外のほかの施設はこういうものは必要なかった、ここだ

け申請があったということなのでしょうか。 

 それともう一つは、保育所活動推進事業なんですけど、当初の予定と見込みと違っていたとい

うことで減額なんですけど、児童２０名に１人というのは、なんか何十年ぶりの、法律変わった

のですかね、これね、何かちょっと頭が混乱しているのですけど、分かりました。この分はいい

です。 

 障害児のレスパイト事業、レスパイト、どういう意味なのかちょっと分かりましたら教えても

らいたいのと、そういう方々の支援の方法が何かあるかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤 孝昭君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長兼福祉課長（後藤 昌代君） 福祉事務所長です。お答えいたします。 

 レスパイトと申しますのは、休息という意味でございます。そのためこのレスパイト事業につ

きましては、議員のおっしゃられますように、医療的ケアを必要とする子どもの育児というのは

２４時間体制で、在宅で暮らす上で多くの保護者が体力的、精神的な悩みや不安を抱えています。

在宅生活に当たりましては、医師の指示の下で訪問看護の利用により負担軽減を図ることができ

ますが、医療保険の適用には上限があり、自宅内での利用に限られることや、利用回数等の上限

を超えた部分については自己負担となるなど、経済的な負担となっておりました。この事業によ

り、保険適用外の訪問看護サービスの経費を支援することで、医療的ケア児を支える家族の心身

の疲労回復やリフレッシュを図り、就労機会や兄弟児と保護者が一緒に過ごす時間を確保したり

という事業でございます。広報につきましては、ホームページなどでこちらのほうも発信してお

ります。また、訪問看護事業所のほうからこういう相談も多くあり、こちらのほうも丁寧に説明

をしている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） 高齢者支援課長です。お答えいたします。 

 まず、場所のほうですが、先ほど議員がおっしゃったとおり、古野にある施設となっておりま

す。今回のこの件につきましては、申請はここの１か所だけでありました。県のほうからいろい

ろな通知文書が来たときには、該当する事業所等にはメールで随時お知らせしているという状況

でございます。 



- 258 - 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、４款衛生費について、まず、７番、吉村益則君。 

○議員（７番 吉村 益則君） ページ数は４２ページです。４款１項２目高校生等医療費助成事

業です。こちらについて事業の内容と、併せて財源をもう一度御説明ください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。お答えいたします。 

 高校生医療の財源といたしまして、由布市では個人負担分を全額無償としておりますが、大分

県の子ども医療費の対象分といたしましては、１日につき５００円の負担を個人負担としており

ます。その大分県のうたっております医療費の負担分の２分の１が、由布市の補助金となってこ

ちらのほうに入ってまいります。子ども及び高校生等医療費助成基金につきましては、令和５年

のほうで終了しております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村益則君。 

○議員（７番 吉村 益則君） 私、防衛費、特定防衛施設周辺整備調整交付金、こちらが一部使

われていたのではないかなと思っているのですが、この辺、この財源は今現在使われていないの

でしょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子ども及び高校生等医療費助成基金のほうに、防衛費のほう

は積み上げておりましたが、もう令和５年のほうで終了しております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村益則君。 

○議員（７番 吉村 益則君） 今後それを使うというふうなお考えはあるのでしょうか。防衛費

からそういうふうな予算に回すというお考えはあるのでしょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えをします。 

 基本、防衛のほうの調整交付金等については、やはり地元でいろいろな事業のほうに活用して

いくのが基本だと考えております。ただ、もしも調整交付金等が来て繰越しができない場合のよ

うな事態が発生したときに、事業がそういうふうなときに完了できないような状態になったとき

には、そういうふうな部分で検討する余地はあると思っております。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、４番、小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） ４５ページの区分１、新環境センターの整備事業の財源内容が変

わっていると思われるのですが、その説明をお願いします。 
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○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えをします。 

 新環境センター整備事業において、大分市から物価スライドによる工事負担金の増額請求に伴

い、対象経費が増加したことから、過疎債及び一般廃棄物処理事業債を増額し、一般財源である

地域振興基金からの繰入れを減額したというふうな形で財源を変更しております。 

○議長（佐藤 孝昭君） 小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） 予算が増えた理由というのは、何か具体的にありますか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 工事のほうの部分につきましては、大分市のほうが工事をやってお

りまして、工事請負費の部分については長期でやっておりますので、その年度その年度で、人件

費等が上がった場合については、物価スライドで工事費が上がってくるということが想定されま

す。その物価スライドにより工事費が上がったことによって、その上がった分に対しても起債を

充てることができますので、その分起債を増額をしております。そのことによって一般財源であ

る、要するに地域振興基金等を取り崩さずに、まず起債で、借金になるのですけれども、過疎債

であれば充当率が１００％で、交付税参入率７０％、そして一般廃棄物処理事業債につきまして

は、充当率が９０％の交付税参入率が５０％から３０％のものがあります。そういうふうな形で、

返済に関しても交付税でパーセンテージの部分が返ってくるというふうな形になるので、そうい

うふうな形で起債を充てたことにより、財源を変更しているような形になります。 

○議長（佐藤 孝昭君） よろしいですか。次に、１５番、渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君） ４３ページの４款１項４目委託料、予防費ですけど、委託料の

４５０万９,０００円、これは帯状疱疹の予防ワクチンだと思います。増えた理由は年度末にま

だまだされる方がおられるということで、これまでの人数を見込んで補正を組まれたのと思いま

すが、これまでの実績と、それから何名分なのか教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（吉野眞由美君） 健康増進課長です。 

 高齢者帯状疱疹ワクチンの４月から９月までの接種状況ですが、２回接種をしなければならな

い不活化ワクチンが延べ６６４件、生ワクチン１８０件でした。今年度末まで残り６か月間、

１０月からコロナ、インフルエンザ予防接種が開始されることもありまして、少し減ることが予

想されますので、不活化ワクチン延べ３８０件、生ワクチン１２０件と見込み、計上させていた

だきました。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 渕野けさ子さん。 
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○議員（１５番 渕野けさ子君） かなり行き渡って、高齢者の方にはかなりこれ行き渡っている

なと思っているのですけど、そういうふうに捉えていいですね。 

○議長（佐藤 孝昭君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（吉野眞由美君） 予想以上に御理解が、皆さん関心が高くて接種を受けられてい

ると思われます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、６款農林水産費について、４番、小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） ４７ページの区分１の就農支援事業の実際に払われています具体

的内容についてお聞きします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 農政課長。 

○農政課長（新田 祐介君） 農政課長です。お答えいたします。 

 就農支援事業の具体的な内容につきましては、次世代を担う農業者となることについての強い

意欲がある方に対し、就農準備段階や経営開始後早期の経営確立を支援する事業でございます。

６款１項３目の１８負担金、補助及び交付金の新規就農者支援事業補助金の５０万につきまして

は、親元就農給付金として１名の方が就農するための補助金でございます。家族が農業者であり、

家族が行っている農業を将来継承し、農業に専念する方に対し１００万円を最大２年間支援する

もので、県２分の１、市２分の１でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 小山和義君。 

○議員（４番 小山 和義君） 就農に関することで、農業って大変大事な分野だと思っているの

ですが、もしデータがあればでいいのですが、ここ５年ぐらいで新規就農された件数及びそれに

支払われた補助金なりあれば、その内訳を教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 農政課長。 

○農政課長（新田 祐介君） 農政課長です。お答えいたします。 

 新規就農者数が令和２年度から６年度までで３６名の方が就農しております。そこの補助金に

つきましては、すみません、把握できておりません。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 小山和義君。３回目です。 

○議員（４番 小山 和義君） 今まで親元就農って結構厳しく、なかなか補助金がなかったので

すが、こういう制度ができたというのは大変うれしいと思っていますが、金額的にやっぱり非常

に少ないなと思っていますので、より充実した施策検討を展開していってほしいなと思うし、あ

と周知徹底といいますか、広報のほうをよろしくお願いしたいのですけど、これに関して何か考
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えていることがあればお願いします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 農政課長。 

○農政課長（新田 祐介君） 補助金の増額につきましては、これ県の事業でもございますので、

また関係機関とも要望はしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、８款土木費について、８番、田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） ページ数は５０ページです。８款２項１目道路維持費、区分

１２の委託料で、立木伐採業務ということで３００万円の使われる地域や場所や、どこで計画的

で優先順位で行われているのかということをちょっと聞きたいと思います。 

○議長（佐藤 孝昭君） 建設課長。 

○建設課長（衞藤  武君） 建設課長です。 

 今回の場所につきましては、挾間町北方地区の市道向原別府線でございます。道路のり面上市

道敷の立木が車道に垂れ下がるおそれがあります。通行量も多く、道路の安全性を確保する対策

として伐採の費用を計上させていただきました。 

 計画的にということですが、今回は突発的な事案でございます。計画的な伐採につきましては、

自治委員連合会要望を基本とし、その要望について現地確認を行った上で優先順位等をつけてお

ります。また、道路パトロール等で発見したところ、また事故等の案件につきましては、早急な

安全確保の観点から緊急対応とさせていただいております。 

○議長（佐藤 孝昭君） 田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） 確かに北方のほうでは車の通りもかなり多くて、突発という表現

があったのですけど、あそこのところは竹が主という感覚は持っているのですけど、３００万円

という根拠というか、あとそれを廃棄したときの実際のお金が発生すると思うのですけど、その

辺分かる範囲でいいです、教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 建設課長。 

○建設課長（衞藤  武君） あそこの市道の山側ののり面というのは、市の市有地でございます。

道路用地でございます。竹が確かに目立ちますけども、木等も生えておりますので、一応その辺

を危なくないような安全を確保した形で取り組みたいというふうに思っております。 

○議長（佐藤 孝昭君） 田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） 市内にも突発性というか、大きなトラックとか牽引車が通ったと

きに、今枯れ葉がかなり多いのですけど、今木が枯れたというか、葉っぱが緑をつけて新葉が出

たときには、やっぱり木が垂れ下がっていくので、今後もパトロール等々、あと側溝の枯れ葉の

除去をお願いして、答弁は結構ですので、よろしくお願いします。 
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○議長（佐藤 孝昭君） 次に、１０款教育費について、１５番、渕野けさ子さん。２項目続けて

お願いいたします。 

○議員（１５番 渕野けさ子君） ５９ページ、１０款２項４目区分１、小学校施設整備事業、委

託料で５９８万１,０００円です。説明では大規模改造工事だと、そして教室が増室というふう

に聞いたのですけども、児童数が増えたのかなと思ったのですが、詳しく教えてください。それ

と、もう一つは６７ページ、１０款７項２目区分２、スポーツ整備事業、工事費請負費で

１,２５０万減額になっております。この減額理由を教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（安部 正徳君） 教育次長です。 

 私からは、石城小学校の大規模改造工事の詳しい内容についてお答えしたいと思います。 

 この工事につきましては、学校の施設長寿命化計画に基づき、来年度から工事に着手すること

を計画しており、今年度は実施設計の予算を計上しております。当初、外壁や内装、設備機械、

設備機器といった更新が主な整備内容としておりました。それで学校と工事の協議を重ねる中で、

当初の整備内容に加えまして昨年、令和６年度に開かれました「こども未来議会」のほうでも石

城小学校からの一般質問にも上げられておりました、理科室と家庭科室が同じ教室にあることに

対する学習環境の改善を図るため、現在２階の同じ教室にある理科室と家庭科室を、増築により

１階の北側にそれぞれ設置することといたしました。そしてまた、３階の以前音楽室だった部屋

が現在特別支援教室２クラス分として使用されているのですけれども、それを元の音楽室の状態

に戻して、特別支援教室を１階の図書室に移動、そしてそこにある図書室を現在２階にある理科

室、家庭科室に移すこととしております。 

 今回のこのような変更によりまして、増築部分に係る地盤調査や確認申請手続に必要な予算が

不足することが見込まれますことから、今回実施設計の業務委託料の増額をお願いしているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（松本 知行君） スポーツ振興課長です。お答えします。 

 スポーツ施設整備事業の１,２５０万円の減額理由ということなんですけれども、本工事は湯

布院町の川西児童体育館の解体工事に伴うものの減額でございます。減額理由としましては、ア

スベストが主な理由なんですけれども、当初は天井や壁等々に多くのアスベストが含まれている

という設計の予算額だったのですが、アスベスト調査の結果、体育館の軒天部分にしかアスベス

トが含まれておらず、実際の設計においてはアスベスト撤去工事分が大幅に減額しており、今回

減額補正したところでございます。 
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 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君） 次長にお伺いします。今、かなり改造していただくのですけど

も、あそこのトイレが洋式じゃないと思うのですけど、よくスポーツジュニアたちがスポーツで

使わせてもらうのですが、体育館もそうなんですけど、トイレが洋式じゃないので洋式に替えて

くれないでしょうかというような要望を聞いていたのですけど、そういうのはトイレとかも全部

もう洋式になっているのですかね。替わっているのですかね。 

○議長（佐藤 孝昭君） 教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（安部 正徳君） すみません、ちょっとそこの部分については確認を

しておりませんけれども。ちょっと確認ができておりません。ただ、今回の大規模改造工事です

ので、学校からの要望等は踏まえた上で、設備機器とかの更新とかもありますので、考えられて

おると思うのです。ちょっとそこの確認、また後ほどさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 渕野けさ子さん。３回目です。 

○議員（１５番 渕野けさ子君） 他校のスポーツジュニアの方の保護者といいますか、そういう

方の御相談だったので、私もちょっとまだ現地に行って確認はしていなかったのですけど、ちょ

うどこの改造に当たるのでそこまでしていただけるのかなと、していただけたらありがたいなと

いうふうに思いました。体育館もそのように聞いたので、もし調べていただいて、可能であれば、

なるべくですけど、洋式に替えていただければ、子どもたちが今使わせていただいておりますの

で、お願いしたいなと思います。今、設計で、それから実施は４月以降で、大体完成はどのくら

いの予定、工事の工程といいますか、完成はどのくらいでできるのか、目安が決まっていますで

しょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（安部 正徳君） ８年度から始めまして、その年度内には完成するよ

うな予定で考えております。詳しい行程内容はまだちょっと未定ですけれども、全体の計画とし

てはもう１年以内で完成、整備したいというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、１１款災害復旧費について、８番、田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） ページ数は６８ページです。１１款２項１目の区分１４、工事請

負費６,５００万円の工事で、なかなか現地は見られていないのですけど、地下水の流水は止ま

ったのか、また地下水の影響で工事が遅れることはないのでしょうかということでお尋ねします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 建設課長。 
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○建設課長（衞藤  武君） 建設課長です。お答えします。 

 今回の補正につきましては、挾間谷地区の市道竜王平芝尾線の災害になります。国による災害

査定が１０月末に終了いたしましたので、工事の請負費の計上をさせていただいております。市

議が御心配されております地下水につきましては、今の時期は雨も少なく、現場は落ち着いてお

ります。復旧工事で排水対策を施した計画となっております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） 今回は道路ということで、すぐ横に、ほとんど道路と引っついて

いるのですけど、提子井路の旧の水路があるのですけど、それも一緒にほとんど壊れているのか、

現場は分かりませんけど、かなり上から、県道だったので、私も昔中学に行くときはいつも通っ

ていたのですけど、常にあそこは水が出ていて、地滑り地帯なんですよね。やはり工事の今新し

い技術で施工するのでしょうけど、今後水が止まることを私は仮定していないのですけど、地下

水の流出の先には、下にもちろん流すのでしょうけど、どっちの方面に流すのか、今そういう計

画がもしあれば教えてください。その流水した水を山王川に流すと思うのですけど、そういうパ

イプの施工も兼ねているのでしょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 建設課長。 

○建設課長（衞藤  武君） 建設課長です。お答えします。 

 今回、工事の規模としましては、延長１８メーター、高さが１２メーターということですが、

道路はほぼ半分、車道の部分は半分が崩れ落ちているというような形になっております。反対側

にある水路については、影響はありません。今回、災害復旧ということですので、国からの、一

応うちのほうで災害復旧計画を立てまして、国のほうに見ていただいてオーケーですよというこ

とを頂いておりますが、今回、崩れたところを補強盛土という形で積み上げていくのですけども、

それの裏面全てに、出てきた水を集めて盛土の下から抜いて下流に導くという工事をさせていた

だいております。川まではまだ距離がありますので、川までということはできませんけども、そ

ういう壊れたところに対して、また壊れることがないような形で、ただ湧水というのはやっぱり

止められませんので、もう集めてきちんと導いて排水するという形で対応させていただいていま

す。 

○議長（佐藤 孝昭君） 以上で、議案第１２１号の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３９．議案第１２２号 

日程第４０．議案第１２３号 

日程第４１．議案第１２４号 
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日程第４２．議案第１２５号 

日程第４３．議案第１２６号 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第３９、議案第１２２号、令和７年度由布市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）から、日程第４３、議案第１２６号、令和７年度由布市水道事業会計

補正予算（第３号）までは、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 これで、議案質疑を終わります。 

 ただいまの議案第９７号から議案第１２６号までの議案３０件につきましては、会議規則第

３７条第１項の規定により、タブレットに掲載の議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委

員会に付託いたします。 

 各委員会での慎重審査をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 孝昭君） これで、本日の日程は全て終了いたします。 

 次回の本会議は、１２月１８日午前１０時より、委員長報告、討論、採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

午前11時48分散会 

────────────────────────────── 


